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議会改革に関する検討結果について（第 7 回報告） 

 

 当委員会で定めました議会改革の検討項目のうち、検討が終了した事項につ

いて下記のとおり結果を報告します。  

今後、検討結果に伴う事務処理及び必要に応じて全議員への周知または関係

する他の委員会等へ通知する等、適切な対応をお願いいたします。  

 

記  

 

【検討項目】議会図書室の整備と市民開放について 

1  オンライン会議対応可能な環境の整備 

コロナ禍をきっかけに、オンラインによる方法で受講できる研修は増加して

いる。議員の積極的な研修受講に向けた環境として、会派室では他の議員への

配慮が必要なことから、議会図書室にオンライン会議等の受講が可能なパソコ

ンを常設する。 

 

2  議会相談室の設置 

議会図書室の市民開放の取組の一つとして、定期的に市民が議員へ相談する

ことができる窓口を議会図書室に設置することを検討したが、相談の需要は市

街地よりも中山間地域にあるとの結論から、議会図書室への相談室設置は見送

ることとした。 

しかしながら、中山間地域での相談需要があることは地域井戸端会における

会場による参加者数の違いから見受けられるため、議会広報広聴委員会におか

れては、地域の声及び地域井戸端会への参加が少ない世代の声を聴く手法につ

いて引き続き検討されたい。 

 

3  浜田市立中央図書館のレファレンス機能の活用 

議員の情報収集力向上及び議会機能の強化につなげるため、浜田市立中央図

書館の「団体貸出」の制度を活用し、年 4 回、議会図書室に市立図書館蔵書の

書籍を配架する。 

運用の流れは※1 のとおり。 



4  議員共有本棚の設置 

各議員が政務活動費等で購入した自身の書籍について、他の議員にも情報共

有し議員の調査研究に資するため、全議員で共有可能な書棚「シェアする議会

本棚」を議会図書室に設ける。 

書籍配置期間は提供する議員が自由に設定するが、期間の上限は議員任期の

間とする。共有可能な書籍の管理は浜田市議会図書室規程に基づき行う。 

運用の流れは※2 のとおり。 

 

※1【団体貸出運用の流れ】 

月日（例） 運用内容 

10 月 1 日 

全議員へ LINE WORKS で貸出しを希望する書籍の分野の照会 

（分野例：ヤングケアラー、減災対策、電子通貨など） 

（他の議員にも分かるよう、必ず LINE WORKS 上で回答） 

（回答期限は 1 週間） 

10 月 8 日 
依頼のあった分野（複数可）を中央図書館へ連絡 

（中央図書館による検索期間に 1 週間程度要する） 

10 月 15 日 

中央図書館からリストアップされた一覧表を収受 

全議員へ LINE WORKS で一覧表を共有 

（議員は貸出希望書籍を必ず LINE WORKS 上で連絡） 

（希望がない場合は事務局職員が選定） 

10 月 20 日 

事務局職員が中央図書館へ行き書籍の借受け手続き 

（上記希望書籍のほか、一覧表を基に上限 50 冊の範囲内で選定） 

書籍配置後、LINE WORKS で全議員へ通知 

～ 

書籍配置期間（一覧表を貸出簿に加工し管理） 

（管理体制を考慮し、事務局執務室内第 2 図書室へ配置） 

（自宅等への持ち出し可（10 日以内）） 

11 月 19 日 事務局職員が書籍返却 

※上記以外の書籍配置期間（休日及び休館日の関係で前後する可能性あり） 

 1 月 20 日～2 月 19 日 

 4 月 20 日～5 月 19 日 

 7 月 20 日～8 月 19 日  



※2【シェアする議会本棚運用の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

⑴ 議員が書籍を随時提供（勧める理由など一言コメントを併せて提出） 

⑵ 新着書籍情報（コメント、設置期間等）として議会事務局から通知 

⑶ 分野別に分類し議会図書室へ整理 

※自宅等への持ち出しも可（10 日以内） 

※議員間での共有本棚とする（市民への貸出しは運用状況を踏まえ今後検討） 

※以下の管理簿にて書籍情報、貸出情報等を管理 


